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日本が推進する経済開発モデルと
人びとの暮らしへの影響

〜SDGs時代におけるアフリカ小農の視点から〜

プロサバンナ事業から見えてくること
〜政府文書分析・現地調査報告～

日本国際ボランティアセンター（JVC）
渡辺直子

現地共同調査：2013～

年月 内容 州

2013年
7～9月

プロサバンナ事業実態調査（PDIF、クイック・インパク
ト・プロジェクト。一部JICAと合同), 土地収奪

Nampula
Niassa, 
Zambezia

2014年8月 プロサバンナ事業実態調査(PEM), コミュニティ現状
調査（日本企業が土地取得のためアプローチ）, ナカ
ラ鉄道(建設影響), 土地収奪

Nampula, 
Niassa

2015年
4～5月

マスタプラン・ドラフト・ゼロに関する公聴会 Nampula,  
Niassa

2015年8月 プロサバンナ事業、ナカラ経済回廊開発(関連機関訪問。
一部JICAと合同）、養鶏・販売・大豆生産企業、ルリオ川開
発、契約栽培、土地収奪

Nampula,  
Niassa, 
Zambezia

2015年9月 UNAC小農たちによるアグロエコロジー的農業による生産
性向上の試み、土地収奪、プロサバンナ事業

2013年度より現地調査開始。2014年度からは、UNAC／UPCおよび
現地市民社会組織（ADECRU）と共同。以来、9回訪問。



2016年度 現地調査

（１）予備調査

・6月27、28、7月7日：マプト、ナンプーラ市

・7月17～23日：ナンプーラ州／プロサバンナ対象郡のうち7郡。

→プロサバンナ事業に関連した現地状況確認および「プロサバンナ

市民社会関与メカニズム」による農村での「コミュニティ・マッピン
グ」について

（２）本調査

・8月31～9月21日：マプト、ナンプーラ州3郡

→UPC-N（ナンプーラ州農民連合）による「小農の実践」に根ざした研
修の成果と課題、運動の展開

→ナカラ経済回廊開発が小農に与える影響

→プロサバンナ事業に関連した現地状況確認

※調査実施者：モザンビークNo! to ProSAVANAキャンペーン、

UPC-Nampulaおよび各郡UDC、日本の市民社会組織



ナカラ回廊経済開発とプロサバンナ事業

プロサバンナ事業の前提と構想

ブラジルのように、
規模の大きな
機械化された農業による
大豆生産を通じた
「有効な土地活用」の発想

モザンビークの現在の
熱帯サバンナの様子

ブラジルの
熱帯サバンナ

（セラード）の
かつての様子

「広大な未利用農耕適地が残される」
「低投入・低生産性を余儀なくされる農民」



プロサバンナ事業の前提と構想

「日本の食糧安全保障のために大豆を輸入」

プロサバンナ事業の前提と構想



プロサバンナ事業の前提と構想



活動の経緯
� 2012年10月、モザンビーク最大の全国小農組織連合UNAC（2,200の

組織からなる）により「プロサバンナ事業に関する声明」が出される。
⇒事業の不透明性、情報不足に対する懸念
⇒当事者・主権者である小農や市民社会の排除
⇒アグリビジネスによる土地収奪や森林伐採の可能性への懸念
⇒オルタナティブモデルの提唱
＝食料主権に基づくアグロエコロジー的生産モデル

�2013年5月、プロサバンナ事業の緊急停止と再考
を求める公開書簡を三ヶ国の大統領および総理大
臣に提出。

事業内容そのものの改善と同時に、事業策定プロセ
スの改善、すなわち小農の意味ある参加、対話の機
会を求めて来た。

来日して「小農の参加」
を訴える前UNACマフィ
ゴ代表↑「プロサバンナ事業は小農のため」

年月日 出来事 詳細

2012年10月11日 UNACによる抗議声明

2012年12月3日（11
月19から12月14日）

第3回共同調整会議
JCC

コミュニケーション戦略・コンサ
ル雇用決定

2013年6月13-23日 ProSAVANA推進に向
けた現地調査

戦略早期実施：戦略策定・実施
支援のためのコンサル契約を
優先的に薦める確認

2013年7月15日 コンサルタント公募

2013年8月1日 コンサルタント契約 859,950MT（300万円）

（3ヶ月間） Cunha Vaz & Associados.

プロサバンナ事業コミュニケーション戦略

＜2012年12月3日ナンプーラでの３カ国調整会議録＞
プロサバンナの「コミュニケーション戦略プラン」を合意。これに基づき、

「市民社会に早急にリーチするための社会コミュニケーション戦略の設
置の重要性を確認」し、コンサルタント／企業との契約開始を勧めること
を合意」



プロサバンナ事業コミュニケーション戦略



コンサルタント契約金額 （総額475万円）

1) Cunha Vaz （2012年12/14〜2013年2/14）

• 134,550 meticais (約45万円)

2) ITMZ Serviços （2012年12/21〜2013年3
月）

• 161,109 meticais (約50万円）

3) COLINAMOZ Lda.（2013年1/11〜3/30）

• 268,515 meticais (約80万円)

4) Cunha Vaz  （2013年8/1〜11/1）

• 859,950 meticais  (約 300万円)

さらなる介入、分断：「市民社会関与メカニズム」

2015.4-6： マスタープラン・ゼロ・ドラフトに関する公聴会開催inモザンビーク
→小農・市民社会組織、教会、研究者（現地および国際）による抗議声明

2015.9： モザンビーク・プロサバンナ事業関係者ら来日
→日本の市民社会との会合。「もう一度公聴会を開催。開催にあたっては
UNACをはじめとする市民社会組織の声を聞く」と約束

10月7日： JICAより、ショートリストされた３社を対象に「Request for Proposals-Title 
of Consulting Services: Consultant for Stakeholder Engagement」に応募
要請（TOR添付あり）

10月27日： 第13回意見交換会。「農業省が一生懸命議論している」

11月2日： MAJOL社と契約。TORは日付以外Request for Proposalsと内容が変わら
ず。
MAJOL社。現地で市民社会を突然個別訪問。現地で疑問の声があがる。

11月2日： MAJOL社と契約。TORは日付以外Request for Proposalsと内容が変わら
ず

12月8日： 第14回意見交換会。NGOから詳細の共有要請。JICA「状況は変わってい
ない」「今は教えられない」

12月12日： 現地CSOからの要請のため）情報公開請求



さらなる介入、分断：「市民社会関与メカニズム」

1月14日： 開示延長通知

1月25日： 議員による開示請求

1月28日： 外務省議員訪問 「個人の開示請求にあわせて検討」と回答
議員「公示書類は開示可能なはず」

2月3日〜5
日：

外務省担当課長のモザンビーク出張

2月4日： 契約書・TORの開示、公示書類（MAJOL社への応募要請）の送付

情報開示時点（2/4)までに全て契約通り進められた。

「市民社会対話メカニズム」の誕生

現在、UNACおよび現地市民社会の抗議の声にも関わらず、次回公聴会を開催
し、マスタープラン確定を推進すべく、JICAとしては「メカニズム」のコーディネー
ターを進める現地NGO「Solidaridade Mozambique」と、5ヶ月2,200万円の契約。
すなわち、事業を推進すればするほど資金が得られる状況。
利益相反？

・鍵となるステークホルダー、特にCSOsについて、彼らの理解と考えを把握。
・コンフリクトの主な要因を把握すること。
・それを通じて、「プロサバンナに関する対話への意欲を示している」ステー
クホルダーを見つけ、事前協議に招待すること。
⇒プロサバンナに「反対の声をあげている」ステークホルダーの排除。
⇒随所に出てくる、事業を進めるにあたって「プロサバンナHQとJICAの事

前承認」の必要性

JICAの契約コンサルタント「MAJOL」社→介入、分断



４６点のリーク文書

2016年4－5月に46点の
リーク文書が公表された。
ほとんどが、上記「介入」
「分断」に関連するもの。
→内部関係者にも現状を

嘆く声がある証拠

ナンプーラ州市民社会プラットフォーム（PPOSC-N)
公式声明（2013年9月）



ナンプーラ州市民社会プラットフォーム（PPOSC-N)
公式声明（2013年9月）

マッピング調査を行った農業ネットワークはPPOSC-N内のネットワーク。3年前にはUNACの
重要性を訴えていたPPOSC-Nが、なぜ今UPC-Nを排除しながらプロサバンナ事業を進める
という事態が起きているのか。

一連のプロサバンナ事業による「分断」の結果

•PPOSC-N、とりわけ公開書簡に署名した市民社会諸組織は、少なくとも現在まで証明され
てきた限りにおいて、ProSAVANA事業が農民男女の利益を擁護する方向で、家族農業を
促進するプログラムであるとは認めない。むしろ、農民らの生活を悪化させるものであると、
この間みてきた。
PPOSC-Nは、「全国農民同盟（Uniao Nacional dos Camponeses：UNAC）」にモザンビー
クの農民男女を代表し代弁する正当性があることを認める。なぜなら、UNACは、農民たち
の利益を守るための全国でもっとも広範な組織であり、全州に支部が存在するからである。
ナンプーラ州には、各郡に農民男女によるアソシエーションのフォーラムやユニオンがあるが
、UNACに加盟していてもいなくても、農民の利益を代表するという意味においてそれぞれの
組織は正当性を擁している。UNACは、モザンビークにおける農業の発展に関する政策、（
国家）戦略、行動に関する討論において、不可欠な組織である。
•公開書簡に署名したナンプーラの市民社会諸組織は、農民の利益と権利を守るための闘
いにおいて、UNACと各郡のフォーラムやユニオンと共にある。この観点から、これら諸組織
は、個別的あるいはグローバルな利権のためになされる工作の試みを告発し、そのような工
作が農民たちに対して行われることがないよう、助言し、監督し、番人となる正義を有す。

• UPC-Nampulaメンバーの声（２０１６年１０月現在）

「UPC-Nとしては、この６月以降、市民社会関与メカニ
ズムだけでなく、PPOSC-Nで開催されるプロサバンナ
に関する会合にも参加していない。会合があったとし
ても何ら情報を得ていない」

「先週になってようやく、ある人から、今週あるいは来
週、ナンプーラ市で市民社会関与メカニズムに関する
会合が開かれると聞いた。でも、招待されていないか
ら詳細は何らわからない」

調査結果



• プロサバンナにノーキャンペーンメンバー
「状況は悪化していると言わざるを得ない。たとえ
ば、情報共有ひとつとっても、現在、我々はプロサ
バンナについていっさいの情報を得ることができな
い。おそらく全ての情報が市民社会関与メカニズ
ムと政府関係者内でのみ共有されているのだと思
う。以前は、少なくとも、どこかの会合や誰かから、
何らかの情報が共有されていた。政府もそうだ。自
分たちは“見失い”、“取り残された”状態だと言わ
ざるをえない。ささいなことですら何もわからない。
事態がより複雑化していると感じる」

調査結果

「市民的及び政治的権利に関する国
際規約」ー国連総会採択（1966年）、
発効（76年）、日本批准（79年）

国際人権規約第19条

すべての者は、

1. 干渉されることなく意見
を持つ権利を有する。

2. 表現の自由についての
権利を有する。

– この権利には、口頭、手
書き若しくは印刷、芸術
の形態又は自ら選択す
る他の方法により、国境
とのかかわりなく、

– あらゆる種類の情報及
び考えを求め、受け及
び伝える自由を含む。

JICA環境社会配慮ガイドライン
（1.1. 理念）

1. 環境社会配慮を機能させるために
は、民主的な意思決定が不可欠…

2. したがって、基本的人権の尊重と民
主的統治システムの原理に基づき、

3. 幅広いステークホルダーの意味ある
参加と意思決定プロセスの透明性を
確保し、このための情報公開に努め、
効率性を十分確保しつつ行わなけ
ればならない。

4. 関係政府機関は説明責任が強く求
められる。



現地共同調査：2013～

年月 内容 州

2013年
7～9月

プロサバンナ事業実態調査（PDIF、クイック・インパク
ト・プロジェクト。一部JICAと合同), 土地収奪

Nampula
Niassa, 
Zambezia

2014年8月 プロサバンナ事業実態調査(PEM), コミュニティ現状
調査（日本企業が土地取得のためアプローチ）, ナカ
ラ鉄道(建設影響), 土地収奪

Nampula, 
Niassa

2015年
4～5月

マスタプラン・ドラフト・ゼロに関する公聴会 Nampula,  
Niassa

2015年8月 プロサバンナ事業、ナカラ経済回廊開発(関連機関訪問。
一部JICAと合同）、養鶏・販売・大豆生産企業、ルリオ川開
発、契約栽培、土地収奪

Nampula,  
Niassa, 
Zambezia

2015年9月 UNAC小農たちによるアグロエコロジー的農業による生産
性向上の試み、土地収奪、プロサバンナ事業
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我々、ナンプーラ州農民支部、ザンベジア州農民支部、ニアサ州農民連盟、カーボデルガー
ド州農民連盟の女性農民と男性農民、全国農民連盟（UNAC）の全メンバーは、2012年10月11
日にナンプーラ市に集まり、プロサバンナ・プロジェクトに関する分析と議論を行った。
プロサバンナ・プロジェクトについて耳にするようになって以来、本事業関係者（モザンビーク、

ブラジル、日本政府）による情報の不足、透明性の減少は顕著となっており、以上に言及した
理解に至った。
我々男女の農民は、このような手法、プロセスのすべてにおける市民社会組織、特に農民組

織らの排除や低い透明性に特徴づけられるモザンビークでのプロサバンナの立案と実施を非
難する。

我々は、モザンビークにおける農業分野の開発のオルタナティブとして、食料主権に基づくア
グロエコロジー的生産モデルと農民農業への強くかつ忠誠的なコミットメントを継続する。この
オルタナティブなモデルにおいて、開発政策は、社会的にも環境的にも持続可能であり、民衆
の現実のニーズや課題に基づいて組み立てられなければならない。
農民は生命や自然、地球の守護者である。小農運動としてのUNACは、農民の基礎（土壌の

尊敬と保全、適切で適正な技術の使用、参加型で相互関係に基づく農村開発）に基づいた生
産モデルを提案する。
現在、国連は、FAOを通じて、世界の、特に開発途上国の八人に一人が飢えに苦しんでいる

と報告している。モザンビークもこれに含まれる。したがって、モザンビーク政府の優先順位は、
国内消費のための小農生産による食料生産であるべきであり、社会の多様なセグメントを包
摂し、内発的な潜在性を発展させることを試みるべきである。

モザンビーク農民たちの声：UNACによる声明

http://www.ngo-jvc.net/jp/event/images/UNAC%20Pronunciamento%20.pdf

• 解放闘争とは、植民地支配を脱して独
立することだけを意味しない。

• 人と土地の解放のための闘争であり、
小農らは自らの手でこれを実現した。

• 小農が犠牲になってでも続けた長年
の武力闘争で勝ち取ったそれらを再
び奪われてはならない。

• 私はここで何十年も土を耕してきた。
この土地に何が合うのか、自分たちが
何を栽培し、何を食べたいのかは我々
が一番よく知っている。だからまず
我々に何が必要かを聞いてほしい。

• 自分たちの手に負える、ゆっくりの発
展でいいのだ。

モザンビーク農民たちの声：UNAC前代表マフィゴさん

↑来日して「小農の意
味ある参加」を訴える
UNACのマフィゴ代表
（2013年2年、参議院
議員会館）



モザンビークの農民男女、ナカラ回廊コミュニティの家族、宗教組
織、市民社会組織は、三か国間の協力が、民衆の真の利益と願望
に基づいたものとなること、そしてこの協力がより公正で連帯に基
づく社会の創造を促すことに役立つものになることを求めます。
我々は、すべてのモザンビーク人男女が、子どもたちが大地を身近
に感じることができ、共に集い、その主権が国民の下に発現し存在
する国家の建設に従事するといった、より良く実行可能なモザン
ビークを夢見ます。

2013.5：「プロサバンナ事業の緊急停止と再考を求める公開書簡」

http://www.ngo-jvc.net/jp/projects/advocacy-statement/data/20140624-oda-public%20letter.pdf

出典：UHNCRサイト
＊到着したばかりの難民に説明を行っている様子

マラウィへの難民：１０，０００人以上



難民の背景：開発の犠牲になる人びと（テテ州モアティゼ）

炭鉱のための広大なコンセッション
HRW, 2013 「鉱山開発に伴う立退き、食料と水が不足」

https://www.hrw.org/ja/news/2013/05/23/251977

近年の炭鉱開発に伴った大規模な面積の土地の利用権の企業へのリースと住民
の立退きが生じてきた地域。2008年頃から住民の抵抗・抗議行動が繰り返し観察
される一方、政府による激しい弾圧が続いてきたる。

2012年1月10日

2016年1月21日、モザンビークの政府系新聞記者より
日本のNGOメンバーに以下のメールが届く。

「プロサバンナへの反対は、クーデーターの試
みという説がある。他党を政権の座につける
ため、フレリモ党を政権から引き摺り下ろそう
というものだ。コメントしたいですか？」

日本の援助事業との関係

Em Moçambique temos uma analise que o ProSavana está a ser usado como um

meio para fazer um golpe de estado, ou seja retirar o governo da Frelimo

para colocar outro governo de um partido que não conheço--- Quer comentar?



私は私のために闘って
いない。自分の子ども
を含む将来の世代の
ために闘っている。

そして、UNACのメン
バーかどうかは関係な
い。全ての小農のため
に闘っているのだ。

UNACザンベジア州副代表
ヘレナさん

◆JICA資金を使って行われる市民社会への「介入」と「分断」の実態。
→その結果、「排除」される小農たちと一部市民社会。

Ｅｘ）以前は情報共有しながら協力していた「取り込まれた」側の市民社会から一切
の情報も得られなくなった。

→このやり方、あるいは事業に対してノーの声をあげ続けると、政府関係者に詰問さ
れ、脅される実態。

→国際人権規約、JICA環境社会配慮ガイドライン等に反する「人権侵害」
※至急の解決が要される。しかし、事業内において短視眼的に解決されればいいわ

けではない。

◆小農たちによるアグロエコロジー的農業の実践。自らを「地球の守護者」と位置づ
ける。

→土地をめぐる闘いは、「人」の解放も意味する。
→自分たちのことは自分たちで決める、「主権」が可能な社会の実現を目指す運動。
※「国際協力」において、このようなビジョン支え、ともに目指していくことがなぜでき

ないのか。それこそが、根本的に人権侵害が解決された／ない状態。
対して、「支援」「援助」のフィルターを通した途端に「上から降ってくるモデル」。
その背後にある、「投資・貿易のための援助」。「人びと」はどこへ行ったのか？

まとめ



◆悪化するガバナンス→国内情勢
→２０１３年度からの与野党間の内紛が２０１５年度に入り激化、「内戦」

状態に。２０１６年に入りついに難民が出る事態に。
→背後にある援助・投資による開発利権をめぐる争い。開発格差。
→「開発事業」に反対する人が政治的な文脈に巻き込まれ政府軍に

「野党」と言われて襲撃を受ける→難民化。
→プロサバンナの文脈でも実際に起きる政治化。
→プロサバンナ対象地域に広がる内戦。
※「官民連携」の大きな流れ。確かに止まらないかもしれない。しかし、

「開発」をめぐる利権や格差が背景にある。見過ごすわけにはいかな
い状況。何ができるのか私たちひとりひとりが真剣に考える必要があ
る。

◆将来の世代を見据えて耕し、闘う小農たち。広く、長いビジョン。
→むしろ私たちが彼女・彼らから学べるものがあるのでは。
→我々の「態度」「姿勢」の問題。

まとめ

• 結果、

– コンサルタント支出が昨年度末
で計5.6億円に。

– 総予算は、総額7.8億円に。

合計：560,432,250円
– 2012年3月9日

13,721,000円
– 2012年10月16日

19,363,000円
– 2013年1月18日

81,726,250円
– 2013年5月10日

162,093,000円
– 2013年10月29日

170,118,000円
– 2015年2月18日

113,411,000円

①この額に値する市民社会・農民組織との対話となっているのか？
②マスタープランの内容はこれに相応しいものになったのか？

マスタープラン策定支援プロジェクトPD
コンサルタント経費状況

外務省5月25日付

コメンテーター：特定非営利活動法人 WE２１ジャパン 理事 贄川 恭子
使用スライド


